
社会福祉法人藤崎台童園経理規程施行細則 

 

（趣旨） 

第1条 この細則は、社会福祉法人藤崎台童園経理規程（以下「経理規程」とい

う。）の施行について、必要な事項を定める。 

 

（会計責任者及び出納職員の任命） 

第2条 経理規程第 8 条に基づく会計責任者及び出納職員の任命は、辞令（様式

第 1 号－1 及び 2）を交付して行うものとする。 

 

（伺い行為） 

第3条 理事長専決事項に係る契約の締結、工事の実施、物品の購入等の伺い行

為は、その内容に応じ稟議書（様式第 2 号－1）、契約締結伺（様式第 2 号－2）、

工事伺（様式第 2 号－3）、購入伺（様式第 2 号－4）により、事務委任規程に

基づく決裁区分に従って、それぞれの決裁権者の承認を得て行うものとする。 

 

（収入行為） 

第4条 収入行為は、収入伺（様式第 3 号）により会計責任者の承認を得て行う

ものとする。 

 

（支出行為） 

第5条 支出行為は、支出伺（様式第 4 号）により会計責任者の承認を得て行う

ものとする。 

２ 銀行等の金融機関からの振り込みの方法による支払いは、必要に応じてｲﾝﾀ

ｰﾈｯﾄ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ（以下「ﾈｯﾄ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ」という。）を使用することができる。 

３ 会計責任者は、ﾈｯﾄ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの適正な運営管理のため、ﾈｯﾄ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ責任者

を置くことができ、藤崎台童園事務長及び藤崎台保育園副園長をもって充て

る。 

４ ﾈｯﾄ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ責任者は、振込上限額の設定を行うとともに、振込額に誤りが

ないか点検し、ﾈｯﾄ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ責任者の点検後でなければ出納職員はﾈｯﾄ･ﾊﾞﾝｷﾝ

ｸﾞによる振込を行ってはならない。また、ﾈｯﾄ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ責任者は、振込後も振

込額に誤りがないか再度点検しなければならない。 

５ ﾈｯﾄ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞに使用することができる電子機器は、ﾈｯﾄ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ責任者及び

出納職員が常時使用する事務所内設置のﾊﾟｰｿﾅﾙ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ（藤崎台童園、藤

崎台保育園各２台）に限定し、取引金融機関により定められた手順に基づき

行うものとする。 

６ ﾈｯﾄ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞを使用する際に必要なＩＤとﾊﾟｽﾜｰﾄﾞは厳重に管理するととも

に、ＩＤとﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ（ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを除く）を変更する場合は、その都度会計

責任者の承認を受けなければならない。 

７ 会計責任者及びﾈｯﾄ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ責任者は、出納職員立ち合いのもとﾈｯﾄ･ﾊﾞﾝｷﾝ

ｸﾞの使用状況を定期的にﾁｪｯｸし、疑義を認めた場合は疑義を質すとともに、



その内容を速やかに理事長に報告しなければならない。 

８ 支払に際して、法人ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ（ETC ｶｰﾄﾞ、ｶﾞｿﾘﾝｶｰﾄﾞ、交通系ｶｰﾄﾞなど予

め理事長が必要と認めたものを除く）及びｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞは使用できないものとす

る。 

 

（物品の不用決定） 

第6条 基本財産以外の固定資産（法人運営に重大な影響があるものを除く）の

処分は、物品不用決定調書（様式第 5 号）により理事長の承認を得て行うもの

とする。 

 

（予算の流用） 

第7条 経理規程第 18 条に基づく予算の流用は、流用伺（様式第 6 号）により

理事長の承認を得て行うものとする。 

 

（予備費の使用） 

第 8 条 経理規程第 20 条に基づく予備費の使用については、予備費充用伺（様

式第 7 号）により理事長の承認を得て行うものとする。 

 

（寄附金の受入れ） 

第 9 条 経理規程第 26 条に基づく寄附金の受入れについては、理事長の承認を

得て行うものとする。 

 

（内部監査） 

第 10 条 経理規程第 69 条に基づく内部監査は、毎年度 2 回以上、内部監査報

告書（様式第 8 号）により行い、その結果は理事長に報告しなければならない。 

 

（請書その他これに準じる書面の省略） 

第 11 条 経理規程第 76 条第 2 項に規定する請書その他これに準じる書面を徴

しないことができる「特に軽微な契約」とは、総額 50 万円以内の契約とする。 

 

（委任） 

第 12 条 この規程に定めのない事項については、理事長が別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

この細則は、平成 21 年 9 月 19 日から施行する。 

 

附 則 

改正後のこの細則は、平成 23 年 9 月 17 日から施行する。 

 

附 則 

改正後のこの細則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

改正後のこの細則は、平成 25 年 9 月 21 日から施行する。 

 

附 則 

改正後のこの細則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

改正後のこの細則は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

改正後のこの細則は、令和 3 年 9 月 18 日から施行する。 

 

附 則 

改正後のこの細則は、令和 6 年 1 月 20 日から施行する。 

 

附 則 

改正後のこの細則は、令和 8 年 1 月 17 日から施行する。 

 

附 則 

改正後のこの細則は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

 



様式第 5号 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品不用決定調書 
 

令和  年  月  日 

 

社会福祉法人 藤崎台童園 

理事長 尾里 一清 様 

 

下記の固定資産物品を不用と決定してよろしいか。 

 

品目 規格 数量 価格 取得年度 

     

     

     

     

 

（不用決定の理由） 

 

 

（処分の方法） 

 

 

 

理事長 固定資産管理 

責任者 

出納職員 

   



様式第 6号 

理事長 予算管理 

責任者 

出納職員 

   

 

流 用 伺 伝票番号   

      

年度   施 設 名   担当者   

起案日 年  月  日 

  増 額 す る 科 目 減 額 す る 科 目 

中区分 

 

小区分 

    

 

予算現額(前) 

 

予算現額(後) 

 

   

   

円       

    

円    

    

    

   円    

    

円    

                 億        万        円 

  予算流用額                           

  

 理 由 



様式第 7号 

理事長 予算管理 

責任者 

出納職員 

   

 

 

予 備 費 充 用 伺 伝票番号   

年度   施 設 名   担当者   

起案日 年  月  日 

  予 備 費 充 用 を 受 け る 科 目 予 備 費  

中区分 

 

小区分 

    

使用する予備費の額 

円 

 

 

予備費充用前の予備費の額 

円 

 

予備費充用後の予備費の額 

円 

予算現額(前) 

 

予算現額(後) 

   

   

円       

    

円    

                 億        万        円 

  
予備費 

充用額 
                          

  

 予備費を使用する理由 



様式第 8号 

 

内部監査報告書 

 
令和  年  月  日 

社会福祉法人 藤崎台童園 

 理事長 尾里 一清 様 

 

   経理規程第 69条に基づき実施した今年度の内部監査の結果を 

  次のとおり報告します。 

 

   内部経理監査担当者 職名              

 

             氏名             印 

 

監査年月日  

監査対象施設  

監査実施場所  

 

 

 

 

監査項目 

収入予算の執行状況 1. 適正である 

2. 問題がある 

支出予算の執行状況 

 

1. 適正である 

2. 問題がある 

現金、預金、その他の 

流動資産の出納及び管理 

1. 適正である 

2. 問題がある 

固定資産の取得、管理、処分 

 

1. 適正である 

2. 問題がある 

その他 

 

1. 適正である 

2. 問題がある 

総括意見 

 


